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○曽於市議会議員政治倫理条例施行規則

平成31年３月25日議会規則第１号

曽於市議会議員政治倫理条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は，曽於市議会議員政治倫理条例（平成31年曽於市条例第18号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（審査請求等）

第２条 条例第６条第１項に規定する審査請求は，市民にあっては審査請求書（様式第１号）によ

り，議員にあっては審査請求書（様式第２号）により請求するものとする。

２ 議長は，前項の審査請求書（議員からの提出を除く。）が提出されたときは，直ちに曽於市選

挙管理委員会に対し，審査請求署名簿に署名をした者が当該審査請求書を提出された日において，

地方自治法（昭和22年法律第67号）第18条に規定する選挙権を有する者であることの確認を求め

なければならない。

３ 議長は，審査請求書に不備があるときは，当該審査請求をした者の代表者（以下「審査請求代

表者」という。）に対し，補正を求めることができる。

４ 議長は，審査請求代表者が前項の規定による補正に従わないときは，当該審査請求を却下し，

審査請求却下通知書（様式第３号）により通知するものとする。

（審査結果の通知）

第３条 条例第11条に規定する審査請求代表者及び被審査議員への通知は，審査結果通知書（様式

第４号）により通知するものとする。

（雑則）

第４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は議長が別に定める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。
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様式第１号（第２条関係）
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様式第２号（第２条関係）
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様式第３号（第２条関係）
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様式第４号（第３条関係）


